
受付期間

2月16日（金）
3月15日（木）

　
平
成
29
年
分
の
所
得
税
の
確
定
申
告
及
び
平
成
30
年
度
の
市
県
民
税
申
告
を

受
け
付
け
ま
す
。期
間
内
の
申
告
、納
税
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　
市
税
務
課　
☎
４
３・８
１
１
７

　
所
得
税
は
、
自
分
で
所
得
を
計

算
し
て
税
金
を
算
出
し
、
納
税
す

る
「
申
告
納
税
制
度
」
で
す
。
期

間
内
に
申
告
書
を
作
成
し
、
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
提
出
期
間
を
過

ぎ
る
と
市
役
所
で
は
受
け
付
け
で

き
ま
せ
ん
。
国
民
健
康
保
険
税
や

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、
介
護

保
険
料
が
正
し
く
算
定
で
き
な
い

場
合
が
あ
る
た
め
、
所
得
税
が
か

か
ら
な
い
人
で
も
、
市
県
民
税
の

申
告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま

す
。
収
入
が
遺
族
年
金
、
障
害
年

金
の
み
で
誰
も
扶
養
し
て
い
な
い

人
は
、
電
話
で
申
告
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

●
商
工
業
、
農
林
漁
業
な
ど
を
営

む
人
や
保
険
の
外
交
員
な
ど
、
個

人
事
業
主
と
し
て
報
酬
を
も
ら
っ

て
い
る
人

●
家
賃
や
地
代
な
ど
の
不
動
産
収

入
が
あ
る
人

●
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
４

０
０
万
円
を
超
え
る
人
、
ま
た
は

４
０
０
万
円
以
下
で
あ
っ
て
も
公

的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
以
外
の

所
得
金
額
が
20
万
円
を
超
え
る
人

●
給
与
所
得
者
で
、
年
間
給
与
が

２
千
万
円
を
超
え
る
人
や
、
年
の

途
中
で
会
社
を
退
職
し
て
年
末
調

整
を
受
け
て
い
な
い
人
、
転
職
や

入
社
前
の
給
与
を
含
ま
ず
に
年
末

調
整
を
受
け
た
人
。
ま
た
は
給
与

以
外
の
所
得
金
額
が
20
万
円
を
超

え
る
人

●
生
命
保
険
の
満
期
な
ど
の
た

め
、
積
み
立
て
た
金
額
を
上
回
る

返
戻
金
を
受
け
取
っ
た
人　

●
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受

け
る
人
（
新
築
１
年
目
な
ど
）

●
医
療
費
控
除
や
雑
損
控
除
な

ど
、
年
末
調
整
で
は
で
き
な
い
所

得
控
除
の
追
加
を
す
る
人

●
土
地
、
建
物
な
ど
を
売
却
し
た

人
や
、
株
式
の
売
買
、
株
式
な
ど

の
配
当
収
入
が
あ
る
人

●
ふ
る
さ
と
納
税
の
ワ
ン
ス
ト
ッ

プ
特
例
に
該
当
し
な
い
人

●
そ
の
他
確
定
申
告
す
る
こ
と

で
、
所
得
税
の
減
額
や
還
付
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
人

●
申
告
者
お
よ
び
扶
養
者
の
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド　
※
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
を
持
っ
て
い
な
い
場

合
は
、
番
号
通
知
カ
ー
ド
と
運
転

免
許
証
な
ど
の
本
人
確
認
書
類

●
印
鑑　
※
認
印
で
も
可

●
申
告
書　
※
税
務
署
か
ら
送
ら

れ
て
き
た
人
の
み

●
給
与
、
年
金
の
所
得
が
あ
る
人

は
、
そ
の
源
泉
徴
収
票　
※
源
泉

徴
収
票
の
住
所
と
現
住
所
が
異
な

る
場
合
は
住
民
票
の
写
し
も
必
要

●
事
業
収
入
が
あ
る
人
は
、
収
支

内
訳
書
ま
た
は
決
算
書　
※
作
成

済
み
の
人
の
み
受
付
可

●
そ
の
他
の
収
入
が
あ
る
人
は
、

収
入
と
経
費
が
分
か
る
書
類

●
生
命
保
険
料
控
除
や
地
震
保
険

料
控
除
が
あ
る
人
は
、
保
険
会
社

な
ど
が
発
行
し
た
証
明
書

●
社
会
保
険
料
控
除
が
あ
る
人

は
、
国
民
健
康
保
険
税
や
国
民
年

金
保
険
料
な
ど
の
領
収
書
ま
た
は

証
明
書

●
本
人
ま
た
は
扶
養
親
族
が
障
害

者
控
除
に
該
当
す
る
場
合
は
、
身

体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精

神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
ま
た
は

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書

●
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受

け
る
人
は
、
そ
の
必
要
書
類　
※

住
民
票
は
不
要

●
雑
損
控
除
を
受
け
る
人
は
、
被

害
の
内
容
を
証
明
す
る
書
類

●
申
告
者
名
義
の
金
融
機
関
の
口

座
番
号　
※
還
付
の
場
合
は
必
須

●
医
療
費
控
除
を
受
け
る
人
は
、

従
来
の
医
療
費
控
除
か
セ
ル
フ
メ

デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
の
控
除
の

ど
ち
ら
か
を
選
択
。　
※
添
付
書

類
な
ど
は
左
ペ
ー
ジ
の
表
を
参
照

※
次
の
う
ち
１
つ
で
も
受
け
て
い

れ
ば
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン

税
制
の
控
除
が
適
用
で
き
ま
す
。

・
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種

ま
た
は
定
期
予
防
接
種

・
市
区
町
村
が
行
う
が
ん
検
診

・
職
場
で
受
け
た
定
期
健
康
診
断

・
市
区
町
村
で
行
う
特
定
健
診

・
健
康
保
険
組
合
や
市
町
村
国
保

な
ど
が
実
施
す
る
人
間
ド
ッ
グ
や

が
ん
検
診
な
ど
の
各
種
検
診

自主申告書作成コーナーを案内します。マイナン
バーカードを持っている人は、電子申告も利用でき
ます。入力補助員はいますが、給与や年金以外の所
得は、補助できない場合があります。また、入力補
助員は税制等の質問には回答できません。

申告内容に以下の所得等が含まれる。
土地の譲渡（分離短期、分離長期など）、株の譲渡と分離配当、山
林、先物取引、損失の繰越

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

税務署からの指導により、市役所では申告を受け付
けできません。香椎税務署で申告してください。

申告内容に下記の所得が含まれる。
営業、農業、不動産、利子、総合（短期・長期）譲渡、退職

申告書を自分で作成できる。または自主申告書作成に興味がある。

市役所に申告に来る前に…

営業・農業・不動産の所得がある人で収
支内訳書または決算書を作成済みであ
る（この所得がない人は「はい」へ）。

税理士、税務署職員が
申告を受け付けます。

市の申告会場では受付できませ
んので、作成後にお越しいただく
か、香椎税務署にご相談ください。

市職員が申告を
受け付けます。

チェック
しよう！ 申告内容によっては市役所で受け付けでき

ないものもありますので、ご確認ください。

市役所での申告

香椎税務署での申告

e-Tax での申告
イータックス

期間 ２月16日（金）～３月15日（木）
　　 ※土曜・日曜日は除く
受付時間　９：00～10：30、
　　　　　13：00～15：00
場所 市役所別館大ホール
　　 津屋崎行政センター大会議室
注意事項

 

期間　２月16日（金）～３月15日（木）
　　 の平日と２月18日（日）、2月25
　　　日（日）
時間 　９：00～16：00
※駐車場は利用できません。公共交
　通機関を利用してください。
問い合わせ 香椎税務署
　　　　　福岡市東区千早６丁目２‐１
　　　　　☎０９２・６６１・１０３１

　マイナンバーカードを持っている
人は、電子申告も利用できます。
ｅ‐Ｔax（http://www.nta.go.jp）

・行政センターは受付時間中でも人
 数制限をする場合があります。
  初日は混雑が予想されます。
・市役所会場では２月19日（月）～
　21日（水）は香椎税務署職員も受
　け付けます。
・申告会場には税理士がいます。ただ
　し、津屋崎行政センターには３月
　12日（月）以降、税理士がいません。

広報ふくつ 2広報ふくつ3

所
得
税
の
確
定
申
告
と

市
県
民
税
申
告
に
つ
い
て

確
定
申
告
の
対
象
者

確
定
申
告
に
必
要
な
も
の

所
得
税
の
確
定
申
告
、

市
県
民
税
申
告
は

正
し
く
お
早
め
に

医療費控除の申告に添付する書類が変わります
医療費控除について
①医療費控除の明細書

③医師が発行した
おむつ使用証明書など
④領収書
※申告会場で市職員または税理士が申告を受け付ける場合は提示。それ以外は添付

②医療保険者が発行
する医療費通知

添付

提示または添付（※）

添付、提示は不要。５年間保管

①の医療費通知に関する事
項欄を記入した場合は添付

セルフメディケーション税制について
①セルフメディケーション税制の明細書

③医薬品などの領収書

添付

添付、提示は不要。５年間保管

②予防接種の領収書、職場で
受けた健康診断の結果通知、
市のがん検診の結果通知など
一定の取り組みを行ったこと
を明らかにする書類

提示または添付（※）
健診・検診の結果通
知は写しでも可


